
囲 (太実線より上Iま第 1種 を、下は第2種 を表す。)

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音 声機能
言語機il又は
そしゃく機ll
の 障 害

肢 体 不 自 由

距 ● 障 害

衡
能
書

平
機
暉

上 肢 肢下

1級

両眼の視力 (万国式試視
力表によって瀾ったもの
を↓ヽ 、屈折異常のある
者については きよう正
視力について測ったもの
をいう。以下同じ.)の
和が001以 下のもの

1両 上肢の機能を全腐したもの
2両 上肢を手関節以上で欠くもの

1両 下肢の機能を全廃したもの
2両 下肢を大撻の2分の1以上で欠

くもの

2級

1両眼の■力のm力002
以上0 04以 下のもの

2両眼の視野がそれそれ
10度ll内でかつ両眼
による視野について13
能案による損失率力り5
%以上のもの

両耳の聴カレベルが
それぞれ100デシベル以
上のもの 輌 耳全ろう)

1両 上肢の機ltの書しい障害
2向 上肢のすべての指を欠くもの

1両下餃の機能の著しい障害
2両 下肢を下腿の2分の1以上で欠
くもの

3-上 肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
4-■ 肢の機能を全層したもの

3級

1両眼の■力の

“

力005
以上003以 下のもの

2両眼の視野がそれぞれ
10廣以内でかつ両眼=
よる祖野について視能
率によう担朱率力00%
ll上のもの

両耳の■カレベルが90
,シベル以上のt.の (耳

介に接しなければ大声皓
を理解し||ないもの)

平術機
llの極め
て看しい

陣害

青芦機能
目晴lliセ又は
そしやく磯ll
の喪失

1両上肢のおや情及びひとさし指欲 くもの
2両 上肢のおや指及びひとさし指の機能を
全腐したもの

3-上 腋の機,この■しい暉■
4-上 肢のすべての指を欠くもの
5-上 肢のすべての指●鶉能を御発したもの

1両 下肢をショ′ヽ―間節以上で欠
くもの

2-下 肢を大腿の2分の1以上で欠
くもの

3-下 肢の機能を全廃したもの

4織

1両 眼の視力の和カ
009以 上012以 下
のもの

1両耳のllカレベルが80
デシベル以上のもの
(耳介に検しなければ

鮨声饉を理解しllない
もの)

2両耳による曽迪

“

戸の
最良の目薔明曝度が
50%以下のもの

音声機能
口::機能又は
そしゃく機籠
の薔しい摯宙

'両
上肢のおや指を欠くもの

2両上餃のおや着の機能を全廃したもの
3-■ 肢o日鰤  肘関節又は手□mのうち
いずれか―関師の機11を全開したもの

4-上 肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5-上 肢のおや指及びひとさし指の機IEを
全廃したもの

0おやlI又はひとさし指を含めて一上肢の
三指を欠くもの

7おや嬌又はひとさし指を含めて一上肢の
=指のII:とを全廃したもの

8お や指又はひとさし指を含めて一上肢の
四,日の機能の書しい障ヨ

1両 下肢のすべての指を欠くもの
2両 下肢のすべての指の機能を全
廃したもの

3-下 肢を下IIの2分の1以上で欠
くもの

4-下 餃の機itの■し0"口書
5-下 肢の殷関節又は朦関節の機
能を全廃したもの

6-下 肢力嘔,“こ比して10センチ
メートル以上又は側側の長さの
10分の1以上短いもの

2両眼の視野がそれぞ
れ10度以内のもの

5級

'両
眼の視力の和が

013以 上02以 下の
もの

2両 眼による視llの2
分の1以上が欠けて
いるもの

平衡機
能の■し
い障害

1両上肢のおや指の機能の書しい暉書
2-上 肢の口蘭節 肘閾節又は手間節のう

ち いずれカー関節の機能の書しい陣●
3-上 限のおや指を欠くもの
4-■ 敲のおや指の機能を全層したもの
5-■ 餃のおや指及びひときじ嬌の機1と

の■しい暉薔
6締 指又はひとさし指を含めて一上llの

三指の機lEの書しい口害

'一

下餃の骰間師又は謄関節の機
llの薔しい陣書

2-下 肢の足関飾の機能を全廃し
たもの

3-下 腋が■側に比して5センチ
メートル以上又は健側の長さの
15分の1以上短いもの

6級

―限の機力が002以
下 他眼の場カカЮ6
以下のもので両眼の■
力の和力02を 超える
もの

1両耳の聰カレベルが70
,シ ベル以上のもの
(40センチメートル

以上の踵離で発声され
た会籠鑽を理解し停な
いもの)

2-側 耳の聰カレベル
カ̈ デンベル以上 他
ll耳の場カレベルが50
デシベル以上のもの

'一
上餃のおや指のIIItの■しいll●

2ひとさし指を吉めて一」技の二指を欠くもの
3ひ ときしIIを含めて―上肢の二指の機

"を全廃したもの

1-下 肢をリスフラン間節以上で
欠くもの

2-下 餃の足関師の機能の■しい
ll曹

7級

1-上 腋の機llの軽度の口薔
2-上 肢の日□飾 肘関飾又は手間師のう

ち いずれか―関節の機能の働責の障害
3-■ 肢の手指の機,しの軽度の暉書
4ひ とさし指を含めて一上肢の二指の機

能の書しい障害
5-上 肢のなか指 くすり指及7Fttl●を

欠くもの
6-上 肢のなか指 くすり指及び小指の

機能を金属したもの

'両
下肢のすべての指の機pFの書

しい陣書
2-下 肢の機能の壺度のll書
3-下 肢の般関師 鷹関節又は足

“

師のうち いずれか―関師の
機能の軽度の障害

4-下 肢のすべての指を欠くもの
5-下 肢のすべての指の機能を全

廃したもの
6-下 肢が健11に比して3センチ

メートル以上又は使側の長さの
20分の1以上短いもの

備考

1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は 1級 うえの級とする.た たし 二つの菫捜する障害が特に本表中に指定せられてい
るものは 該当等級とする.
肢体不自由においては 7級 に該当する障害が2以上重複する場合は 6級 とする。
異なる等級について2以上の二捜する暉書がある場合については 障害の程度を勘案して当骸等級より上の級とすること力'できる。
「指を欠くものJと は おや指については指骨間関節 その他の指については第■旨骨周固節以上を欠くものをいう。

２

３

４



肢 体 不 自 由 内  部 機 能 陣 薔

体 幹

手t幼児期以前のブ1進行性の脳病変
による運動機能障害 心臓機能障害 しん臓機能障害 呼隕器機能障害

ぼうこう又は
直腸機1,陣宙

小廊機能障害

ヒ ト免疫不 全
ウイルスによる
免疫機能 障害上肢機能 移動機能

体幹の機能障害
により薩つている
ことができないも
の

不能意運動

失調等により上

肢を使用する日
常生活動作がほ
とんと不可能な
もの

不随意運動 失

調書により歩行が
不可llなもの

心籠の機|しの

le害により自己
の身辺の日常生
活活動が極度に
制限されるもの

じん臓の機能
の陣書により自
己の身辺の日常
生活活動が福度
に制限されるも
の

呼吸器の機能
の障害により自
己の身辺の日常
生活活動が橿度
に11限されるも
の

ほうこう又は
直腸の機能の暉
書により自己の

身辺の日常生活
活動が極度におJ
限されるもの

小開の機能の

暉書により自己
の身辺の日常生

活活動が極度に

制限されるもの

ヒト免疫不全
ウイルスによる
見疫の機能の暉
書により日常生
活かきとんと不
可能なもの

1体幹のII能暉冒
により座位又は

起上位を保つこ
とが困難なもの

2体勲つ僣|"■に
より立ち上がるこ
とが困難なもの

不随意運動

失輌年により上
肢を使用する日

常生,き動作が相
度に制限される

もの

不随意運動
矢調等により歩
行が極度に制限
されるもの

ヒト免疫不全
ウイルスによる

兌疫の機1その障
害により日常生

活が極度に制限
されるもの

体llの機能ll薔
により歩行が困難
なもの

不随思連動

失綱,に より上

肢を使用する曰
常生活動作が書
しく制限される

もの

不随患連動
失田等により歩
lTが家庭内での

日常生活活動に

お1限されるもの

心関の機ltの
口害により家庭
内での日常生活
活動が薔しくキ」
限されるもの

じん臓の機能
の障害により家
艦内での日常生
活活動が書しく
制限されるもの

呼吸器の機1じ
の障害により家
庭内での日常生
活活動が■しく
制限されるもの

ぼうこう又は

口関の機1との障
害により家庭内
での日常生活活
動が■しく制限
されるもの

小腸の機能の
●■により家庭
内での日常生活
活動が■しく制
限されるもの

ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の

様にの障害により
日常生活が■しく
,1限されるもの(社

会での日常生活洒
勁が0しく

",限

さ
れるものを除く。)

不田患運ll
失調等による■
餃の機能暉害に
より社会での自
常生活活動が書
しく11限される
もの

不随思運動
失

"等

により社
会での日常生活
活動が書しく

"|限されるもの

心睛の機能の

"官

により社会
での日常生活活
ll力で書しく市1限
されるもの

しん晨の機能
の暉口により社
会での日常生活
活動が■しく制
限されるもの

呼吸薔の機lt
の陣書により社
会での日常生活
活動がをしく 1ヽ
隕されるもの

ぼうこう又は
口関の機1首の暉
書により社会で
の日常生活活動
が■しく制限さ
れるもの

小層の機能の
●●により社会
での日常生活活
動が■しく

"」

限
されるもの

ヒト免疫不全
ウイルスによる
兒波の機能の陣
書により社会で
の日常生活活動
が■しく制限さ
れるもの

体幹の機,Eの■
しい陣曹

不随憲燿勁
失ll饉によう上

肢の機能ll書に

より社会での日
常生活活動に支

障のあるもの

不睫意遅勁
失躙等により社
会での日常生活

活動に支暉のあ
るもの

不鮨意運動

失碑専により上
肢の機能の劣る

もの

不随懸鵬 I 失
躙等により移動機
能の劣るもの

上肢に不随凛
運動 失調等を

有するもの

下肢に不籠意
運動 失爵等を

有するもの

５

６

７

「指の機能ll書」とは 中手指師関節ll下の障害をいい おや指については対抗運動障害をも含むものとする.

上肢又は下肢欠liの断喘の長さは 実用長 (上腕においては腋高より 大腿においては坐骨結師の高さより計nlしたもの)

下肢の長さは 前腸骨棘より内くるふし下端までを計渭lしたものをいう。

をもつて計測したものをいう.
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